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Ⅰ 情報公開制度の主な内容 

１ 行政文書の公開 

（１）実施機関 

・市 長 ・教育委員会 ・選挙管理委員会 ・監査委員 ・農業委員会 

・固定資産評価審査委員会 ・上下水道事業管理者 ・病院事業管理者 

・消防長 ・議会 

（２）公開の対象となる行政文書 

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られた

記録をいう。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該

実施機関が保有しているものをいいます。 

（３）公開請求 

何人も、書面（行政文書公開請求書）により行政文書の公開を請求することがで

きます。 

（４）公開請求に対する決定 

実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求があった日の翌日から起算

して１４日以内に公開請求に対する公開・非公開の決定を行います。ただし、事務

処理上の困難その他正当な理由がある場合には、決定期間を延長することができま

す。 

なお、公開請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されているときは、

あらかじめ第三者の意見を聴くことができます。 

（５）非公開とする情報 

公開請求があった行政文書は、原則公開となります。ただし、個人・法人の権利

利益や公共の利益など、一定の合理的理由に基づき公開されないことにより保護さ

れる利益があるものについては、非公開とする情報として取り扱います。 

なお、山形市情報公開条例第８条で次の６項目を非公開情報としています。 

ア 第１号（法令秘情報） 

法令又は条例の規定により公開することができないもの 
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イ 第２号（個人情報） 

個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの 

ウ 第３号（法人等事業活動情報） 

公開することにより、法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害す

るおそれがあることが明らかであるもの 

エ 第４号（審議、検討、協議情報） 

行政内部の審議、検討、協議に関する情報で、公開することにより、適正な意

思決定に支障が生ずるおそれがあることが明らかであるもの 

オ 第５号（事務事業執行情報） 

事務又は事業に関する情報で、公開することにより、事務又は事業の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあることが明らかであるもの 

カ 第６号（公共の安全秩序維持情報） 

公開することにより、人の生命、身体や財産の保護、犯罪の予防、行政上の義

務違反の取締り、公共の安全の確保と秩序の維持管理に支障が生ずるおそれがあ

ることが明らかであるもの 

（６）公開の方法 

行政文書の公開は、閲覧若しくは視聴又は写しの交付の方法により行います。 

（７）審査請求 

行政文書の公開・非公開の決定等に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく

審査請求を実施機関等へ行うことができます。審査請求について実施機関は、情報

公開・個人情報保護審査会（委員は５人で、議会の同意を得て市長が委嘱する。）

に諮問し、その答申を十分尊重して裁決を行います。 

 

２ 附属機関等の会議の公開 

（１）公開の対象となる会議 

ア 附属機関の会議 

地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき設置された審議会等の会議 

イ 附属機関に類するものの会議 
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要綱等により市民、学識経験者など本市の職員以外の者で構成され、本市の事

務について意見の聴取等を行うため、条例第２条に規定する実施機関のもとに置

かれた懇話会、懇談会等の会議 

（２）公開の方法 

会議の会場に一定の傍聴席を設け、希望する市民等に、傍聴を認めることにより

行います。 

（３）公開・非公開の決定と判断基準 

ア 公開・非公開の判断基準 

会議は原則公開としますが、次の事項に該当する場合は非公開となります。 

（ア）会議での審議内容が、条例第８条各号に掲げる非公開情報に該当すると認め

られるとき。 

（イ）会議を公開することにより、審議の妨害や委員に対する圧力等で公正かつ円

滑な審議が著しく阻害され、会議の目的を達成できなくなることが予測される

とき。 

イ 決定区分 

（ア）公  開 … 会議の最初から最後まですべて傍聴を認めること。 

（イ）部分公開 … 公開できる審議事項と公開できない審議事項とに分け、会議

の途中から、傍聴を認め、又は傍聴を認めないこと。 

（ウ）非 公 開 … 会議の最初から最後まで傍聴を認めないこと。 

（４）会議開催の周知 

会議開催の通知は、市の掲示板に掲示して公告します。 

また、市のホームページ上に会議の日程等を掲載し、情報を提供します。 

（５）会議結果の公表 

公開した会議の会議資料及び会議録は、市のホームページへ掲載します。 
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Ⅱ 行政文書の公開制度の運用状況 

１ 実施機関別公開請求の状況 

実施機関 請求件数 
決定内容 

取下げ 
公開 部分公開 非公開 

市 

 

 

 

 

長 

総 務 部 ２ １ １ ０ ０ 

財 政 部 ３ ２ １ ０ ０ 

企 画 調 整 部 ３ ０ ３ ０ ０ 

市 民 生 活 部 １８ １８ ０ ０ ０ 

健 康 医 療 部 ５６ ４８ ２ ６ ０ 

環 境 部 ２ ２ ０ ０ ０ 

福 祉 推 進 部 ０ ０ ０ ０ ０ 

こ ど も 未 来 部 ４ ２ ２ ０ ０ 

商 工 観 光 部 ０ ０ ０ ０ ０ 

農 林 部 ３ ３ ０ ０ ０ 

まちづくり政策部 ７６１ ７５６ ４ ０ １ 

(うち建築計画概要書) （７４２) (７４２) (０) (０) (０) 

都 市 整 備 部 ４１９ ４０９ １０ ０ ０ 

( う ち 道 路 台 帳 ) （３８８) （３８８) （０) （０) （０) 

会計管理者補助組織 ０ ０ ０ ０ ０ 

小 計 １，２７１ １，２４１ ２３ ６ １ 

消 防 長 １ ０ １ ０ ０ 

上下水道事業管理者 ９ ９ ０ ０ ０ 

病 院 事 業 管 理 者 ０ ０ ０ ０ ０ 

議 会 ０ ０ ０ ０ ０ 

教 育 委 員 会 ３ １ １ １ ０ 

選 挙 管 理 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ 

監 査 委 員 ０ ０ ０ ０ ０ 

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ 

固定資産評価審査委員会 ０ ０ ０ ０ ０ 

合 計 １，２８４ １，２５１ ２５ ７ １ 
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（２）請求者の区分別請求件数 

区  分 
請求者数 請求件数 

個 人 法人･団体 合 計 個 人 法人･団体 合 計 

行 政 文 書 １８３ ４３２ ６１５ ２６１ １，０２３ １，２８４ 

（うち建築計画概要書） （１１２） （２３６） （３４８） （１６５） （５７７） （７４２） 

（うち道路台帳） （４７） （１２９） （１７６） （６４） （３２４） （３８８） 

 

（３）公開・非公開の決定状況 

決定内容 件数 

非公開の理由（重複あり） 
決定期

間の延

長   

 

決定期

間の特

例延長 

 

第三者

の意見

聴取  １号 ２号 ３号 ４号 ５号 ６号 その他 

公 開 １，２５１        ３ ０ ０ 

(うち建築計

画概要書) 
(７４２)        (０) (０) (０) 

(うち道路 

台帳) 
(３８８)        (０) (０) (０) 

部 分 公 開 ２５ ０ ２２ １６ １ ０ １ １ １ ０ １ 

非 公 開 ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ７ ０ ０ ０ 

取 下 げ １           

合 計 １，２８４ ０ ２２ １６ １ ０ １ ８ ４ ０ １ 
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（４）公開の実施方法 

決定内容 件数 
公開の方法（重複あり） 

閲覧 視聴 写しの交付 

公 開 １，２５１ １ ０ １，２５０ 

(うち建築計画概要書) (７４２) (０) (０) (７４２) 

( う ち 道 路 台 帳 ) (３８８) (０) (０) (３８８) 

部 分 公 開 ２５ １ ０ ２５ 

合 計 １，２７６ ２ ０ １，２７５ 

写しの交付枚数 モノクロ ６，６３８枚 

（うち建築計画概要書 ３，３４４枚、道路台帳 ５２１枚） 

カラー １４９枚、ＣＤ－Ｒ ４４枚 

 

５ 審査請求の状況 

市長に対する審査請求 ２件 

 

６ 行政文書の公開請求と決定内容の詳細 

別添（資料 1）(建築計画概要書及び道路台帳を除く) 
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Ⅲ 会議の公開制度の運用状況 

１ 審議会等の概要 

ア 公開の対象となる審議会等  ---------------------   ７３審議会等 

イ 会議を開催した審議会等  -----------------------   ５１審議会等 

ウ 開催された会議 -------------------------------  １９７会議 

 

２ 会議の公開状況 

決定区分 開催した会議 
傍聴のあった会議 

（傍聴者数） 

公 開 と し た 会 議 ６５ １１（２３） 

部 分 公 開 と し た 会 議 ２ ０（０） 

非 公 開 と し た 会 議 １３０  

合 計 １９７ １１（２３） 

 

３ 公開の対象となる審議会等及び傍聴者数 

  

審議会等の名称 
開催 

回数 

決定内容 傍聴者数 

公開 
部分 

公開 
非公開 一般 報道 合計 

1 山形市名誉市民選考審査会 0 0 0 0 0 0 0 

2 山形市行政不服審査会 1 0 0 1 0 0 0 

3 山形市行財政運営推進懇話会 1 1 0 0 0 0 0 

4 山形市特別職報酬等審議会 0 0 0 0 0 0 0 

5 山形市退職手当審査会 0 0 0 0 0 0 0 

6 山形市防災会議 0 0 0 0 0 0 0 

7 山形市国民保護協議会 0 0 0 0 0 0 0 

8 
山形市まち・ひと・しごと創生総合

戦略推進本部懇話会 
0 0 0 0 0 0 0 

9 
山形市国土利用計画策定に係る有識

者懇談会 
0 0 0 0 0 0 0 

10 山形連携中枢都市圏ビジョン懇談会 0 0 0 0 0 0 0 

11 山形市地域公共交通会議 4 4 0 0 0 0 0 

12 山形市男女共同参画審議会 2 2 0 0 0 0 0 
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審議会等の名称 
開催 

回数 

決定内容 傍聴者数 

公開 
部分 

公開 
非公開 一般 報道 合計 

13 
山形市男女共同参画センター運営委

員会 
2 2 0 0 0 0 0 

14 山形市住居表示委員会 0 0 0 0 0 0 0 

15 山形市交通安全対策会議 0 0 0 0 0 0 0 

16 
山形市情報公開・個人情報保護審査

会 
2 1 0 1 0 0 0 

17 山形市個人情報保護制度運営審議会 2 2 0 0 0 0 0 

18 山形市消費生活審議会 1 1 0 0 0 0 0 

19 山形市国民健康保険運営協議会 3 3 0 0 0 0 0 

20 山形市予防接種健康被害調査委員会 2 0 0 2 0 0 0 

21 山形市健康医療先進都市推進協議会 0 0 0 0 0 0 0 

22 いのち支える山形市自殺対策協議会 0 0 0 0 0 0 0 

23 山形市感染症診査協議会 19 0 0 19 0 0 0 

24 
山形市健康医療先進都市推進協議会

幹事会 
0 0 0 0 0 0 0 

25 
山形市健康医療先進都市推進協議会

専門部会 
0 0 0 0 0 0 0 

26 山形市動物愛護推進協議会 1 1 0 0 0 0 0 

27 山形市環境審議会 1 1 0 0 0 0 0 

28 山形市空き缶等散乱防止審査会 0 0 0 0 0 0 0 

29 山形市清掃問題審議会 3 3 0 0 0 1 1 

30 山形市老人ホーム入所判定委員会 2 0 0 2 0 0 0 

31 山形市成年後見推進協議会 2 2 0 0 0 0 0 

32 
山形市社会福祉審議会高齢者福祉専

門分科会 
0 0 0 0 0 0 0 

33 山形市介護認定審査会 68 1 0 67 0 0 0 

34 山形市介護人材確保推進協議会 2 2 0 0 0 0 0 

35 山形市地域包括ケア推進協議会 3 3 0 0 5 0 5 

36 山形市民生委員推薦会 2 0 0 2 0 0 0 

37 
山形市社会福祉審議会地域福祉専門

分科会 
1 1 0 0 0 0 0 
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審議会等の名称 
開催 

回数 

決定内容 傍聴者数 

公開 
部分 

公開 
非公開 一般 報道 合計 

38 
山形市社会福祉審議会民生委員審査

専門分科会 
1 0 0 1 0 0 0 

39 山形市社会福祉審議会 1 1 0 0 0 0 0 

40 山形市障害支援区分判定審査会 24 1 0 23 0 0 0 

41 
山形市社会福祉審議会障がい者福祉

専門分科会 
0 0 0 0 0 0 0 

42 
山形市社会福祉審議会障がい者福祉

専門分科会審査部会 
3 0 0 3 0 0 0 

43 山形市働く女性の家運営委員会 1 1 0 0 0 0 0 

44 山形市子ども・子育て会議 1 1 0 0 0 0 0 

45 
山形市社会福祉審議会児童福祉専門

分科会 
1 0 0 1 0 0 0 

46 
山形市中心市街地活性化戦略本部会

議 
2 2 0 0 2 6 8 

47 山形市農政審議会 2 2 0 0 0 0 0 

48 山形市農業戦略本部の会議 3 0 0 3 0 0 0 

49 
山形市農作物有害鳥獣被害防止対策

協議会 
0 0 0 0 0 0 0 

50 山形市森林整備推進協議会 1 1 0 0 0 0 0 

51 山形市公設地方卸売市場取引委員会 1 1 0 0 0 0 0 

52 山形市都市計画審議会 1 1 0 0 3 0 3 

53 山形市開発審査会 3 0 2 1 0 0 0 

54 山形市景観審議会 1 1 0 0 1 0 1 

55 山形市空家等対策協議会 2 2 0 0 0 0 0 

56 山形市建築審査会 0 0 0 0 0 0 0 

57 山形市水防協議会 1 1 0 0 0 1 1 

58 山形市自転車等駐車対策協議会 1 1 0 0 0 0 0 

59 山形市救急救命業務あり方検討会 0 0 0 0 0 0 0 

60 山形市救急救命業務検証会議 2 2 0 0 0 2 2 

61 
山形市水道料金及び公共下水道使用

料審議会 
0 0 0 0 0 0 0 
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審議会等の名称 
開催 

回数 

決定内容 傍聴者数 

公開 
部分 

公開 
非公開 一般 報道 合計 

62 山形市上下水道事業経営等懇話会 0 0 0 0 0 0 0 

63 山形市総合学習センター運営協議会 2 2 0 0 0 0 0 

64 山形市いじめ問題対策連絡協議会 1 1 0 0 0 2 2 

65 山形市社会教育委員会議 2 2 0 0 0 0 0 

66 山形市文化財保護委員会 2 2 0 0 0 0 0 

67 山形市郷土館運営協議会 1 1 0 0 0 0 0 

68 
山形市放課後子どもプラン運営委員

会 
1 1 0 0 0 0 0 

69 山形市青少年問題協議会 1 1 0 0 0 0 0 

70 山形市スポーツ推進審議会 3 3 0 0 0 0 0 

71 山形市少年自然の家運営協議会 2 2 0 0 0 0 0 

72 山形市立図書館協議会 2 2 0 0 0 0 0 

73 いじめ問題専門委員会 4 0 0 4 0 0 0 

合計 197  65  2  130  11  12  23  
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Ⅳ 個人情報保護制度の主な内容 

１ 実施機関 

実施機関は情報公開制度と同じです。 

 

２ 制度の対象とする個人情報 

生存する個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをい

います。 

 

３ 個人情報取扱事務の届出 

実施機関は、個人情報を取り扱う一定の事務を新たに開始するときは、個人情報取

扱事務について、あらかじめ市長に届出が必要です。また、届出事務の内容を変更す

るとき、届出事務を廃止したときも同様です。 

 

４ 個人情報の適正な取扱い 

（１）取扱いの制限 

要配慮個人情報（人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴など）については、

原則として収集や利用・提供などの取扱いを禁止します。 

（２）収集の制限 

個人情報を収集するときは、事務の目的を明らかにし、その目的に必要な範囲内

で原則として本人から収集します。 

（３）利用・提供の制限 

個人情報を、事務の目的の範囲を超えて利用し、又は実施機関以外のものに提供

することを原則として禁止します。 

（４）電子計算機の結合に伴う措置 

個人情報の電子計算機処理について、実施機関以外のものとの間で通信回線を利

用する電子計算機の結合を行おうとするときは、個人情報の漏えい、改ざん、滅失

等のないよう必要な措置を講じます。 

（５）適正な管理 
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事務の目的に必要な範囲内で個人情報の正確性を保ち、漏えい、改ざん、滅失等

のないよう適正に管理します。また、保有する必要のなくなった個人情報は、確実

かつ速やかに廃棄します。 

（６）委託に伴う措置 

個人情報を取り扱う事務の全部又は一部を市の外部のものに委託するときは、個

人情報の保護に関し必要な措置を講じます。 

 

５ 個人情報の開示請求等の権利の保障 

（１）開示請求権 

市が保有している個人情報について、本人がその開示を求めることができます。 

（２）訂正請求権 

開示を受けた個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正を求めることができ

ます。 

（３）利用停止請求権 

開示等の決定を受けた個人情報が、この条例の規定に違反して取り扱われている

と認めるときは、利用の停止、消去又は提供の停止を求めることができます。 

 

６ 開示請求等に対する決定 

実施機関は、開示請求の場合は請求があった日の翌日から起算して１４日以内に、

訂正請求、利用停止請求の場合は請求があった日の翌日から起算して３０日以内に開

示、訂正、利用停止を行うかどうかの決定を行います。ただし、事務処理上の困難そ

の他正当な理由がある場合には、決定期間の延長をすることができます。 

なお、開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、あら

かじめ第三者の意見を聴くことができます。 

 

７ 非開示とする情報 

開示請求があった個人情報は、原則開示となります。ただし、個人・法人の権利利

益や公共の利益など、一定の合理的理由に基づき開示されないことにより保護される
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利益があるものについては、非開示とする情報として取り扱います。 

なお、山形市個人情報保護条例第１７条で次の６項目を非開示情報としています。 

（１）第１号（法令秘情報） 

法令又は条例の規定により、本人に開示することができない情報 

（２）第２号（第三者情報） 

開示請求者以外の第三者に関する情報で、開示することにより、第三者の正当な

権利利益を侵害するおそれがあることが明らかであるもの 

（３）第３号（評価、診断等情報） 

個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等を伴う事務に関する情報で、開示

することにより、事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあることが明らかであ

るもの 

（４）第４号（審議、検討、協議情報） 

行政内部の審議、検討、協議に関する情報で、開示することにより、適正な意思

決定に支障が生ずるおそれがあることが明らかであるもの 

（５）第５号（事務事業執行情報） 

事務又は事業に関する情報で、開示することにより、事務または事業の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあることが明らかであるもの 

（６）第６号（公共の安全秩序維持情報） 

開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、行政上の義

務違反の取締りその他公共の安全確保と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるこ

とが明らかである情報 

 

８ 開示の方法 

開示の方法は情報公開制度と同じです。 

 

９ 審査請求 

個人情報の開示・非開示等の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審

査請求を実施機関等へ行うことができます。審査請求について実施機関は、情報公
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開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を十分尊重して裁決を行います。 

 

10 罰則 

実施機関の職員等が正当な理由なく個人の秘密が記録されたデータファイルを提供

した場合や不正な利益を図る目的で提供又は盗用した場合などのほか、偽りその他不

正な手段により開示を受けた者も罰則が科せられます。 

 

11 個人情報保護制度運営審議会 

個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、個人情報保護制度運営審

議会（委員１０人で、市長が委嘱する。）を設置しています。審議会は、実施機関の

諮問に応じ、個人情報の取扱いに関して調査審議します。 
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Ⅴ 個人情報保護制度の運用状況 

１ 実施機関別個人情報取扱事務の届出の状況 

実施機関 新規届出件数 変更届出件数 廃止届出件数 届 出 件 数 

市 

 

 

 

 

長 

総 務 部 ０ ０ ０ ４２ 

財 政 部 ０ ０ ０ ２４ 

企 画 調 整 部 ０ ０ ０ ４３ 

市 民 生 活 部 ０ ０ ０ ５１ 

健 康 医 療 部 １ ２ ２ ６６ 

環 境 部 ３ ０ ０ ５３ 

福 祉 推 進 部 ２ ０ ０ １０３ 

こ ど も 未 来 部 ３ １５ ２ ３４ 

商 工 観 光 部 １ ０ ４ ３０ 

農 林 部 ０ ０ ０ ５３ 

ま ち づ く り 政 策 部 ０ １ ０ ５２ 

都 市 整 備 部 １ ０ ０ ３３ 

会計管理者補助組織 ０ ０ ０ １ 

小 計 １１ １８ ８ ５８５ 

消 防 長 ０ １ ０ ３８ 

上 下 水 道 事 業 管 理 者 ０ １ ０ ４０ 

病 院 事 業 管 理 者 ０ ０ ０ ３３ 

議 会 ０ ０ ０ ４ 

教 育 委 員 会 １ ０ ０ ６７ 

選 挙 管 理 委 員 会 ０ ０ ０ １０ 

監 査 委 員 ０ ０ ０ ４ 

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ６ 

固定資産評価審査委員会 ０ ０ ０ １ 

合 計 １２ ２０ ８ ７８８ 
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２ 実施機関別開示請求の状況 

実施機関 請求件数 
決定内容 

取下げ 
開示 部分開示  非開示 

市 

 

 

 

長 

財 政 部 １ ０ １ ０ ０ 

市 民 生 活 部 ４ ０ ２ ２ ０ 

福 祉 推 進 部 １ ０ １ ０ ０ 

こ ど も 未 来 部 ６ ６ ０ ０ ０ 

まちづくり政策部 １ ０ １ ０ ０ 

小 計 １３ ６ ５ ２ ０ 

消 防 長 １ １ ０ ０ ０ 

教 育 委 員 会 ５ １ ４ ０ ０ 

合 計 １９ ８ ９ ２ ０ 

 

３ 開示・非開示の決定状況 

決 定 内 容 件数 

非開示の理由（重複あり） 決定期

間の延

長   

決定期

間の特

例延長 

第三者

の意見

聴取  １号 ２号 ３号 ４号 ５号 ６号 不存在 

開 示 ８        ０ ０ ０ 

部 分 開 示 ９ ０ ８ ２ ０ ０ ０ １ ２ ０ ０ 

非 開 示 ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ 

取 下 げ ０           

合 計 １９ ０ ８ ２ ０ ０ ０ ３ ２ ０ ０ 

 

４ 開示の実施方法 

決定内容 件数 
開示の方法（重複あり） 

閲覧 視聴 写しの交付 

開 示 ８ ０ ０ ８ 

部 分 開 示 ９ ０ ０ ９ 

合 計 １７ ０ ０ １７ 

写しの交付枚数  モノクロ ３５０枚  ＣＤ－Ｒ １枚 
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５ 訂正、利用停止請求の状況 

個人情報の訂正、利用停止請求はありません。 

 

６ 審査請求の状況 

審査請求はありません。 

 

７ 個人情報の開示請求と決定内容の詳細 

別添（資料２） 
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Ⅵ 出資法人及び指定管理者の情報公開・個人情報保護制度の運用状況 

１ 文書の公開申出及び個人情報の開示申出の状況 

実施機関 

出資法人 

及び指定 

管理の別 

件数 申出概要 

一般財団法人  山形市都市振興公社 出資・指定 １ 文書の公開申出 

社会福祉法人 山形市社会福祉事業団 出資・指定 １ 個人情報の開示申出 

一般財団法人 山形市健康福祉医療事業団 出資 ０  

一般財団法人  山形コンベンションビューロー 出資・指定 ０  

一般社団法人  山形市農業振興公社 出資・指定 ０  

山 形 市 土 地 開 発 公 社 出資 ０  

公益財団法人 山形市文化振興事業団 出資・指定 ０  

公益財団法人  山形市スポーツ協会 指定 ０  

一般財団法人 山形市上下水道技術センター 出資 ０  

社会福祉法人 山形市社会福祉協議会 指定 ０  

大 曽 根 さ わ や か 荘 福 祉 の 会 指定 ０  

山 形 鋳 物 工 業 団 地 協 同 組 合 指定 ０  

一 般 社 団 法 人  山 形 市 観 光 協 会 指定 ０  

蔵 王 温 泉 観 光 協 会 指定 ０  

特定非営利活動法人山形の公益活動を応援する会・アミル 指定 ０  

市 営 住 宅 管 理 企 業 体 指定 ０  

山 形 市 民 会 館 管 理 運 営 共 同 事 業 体 指定 ０  

特定非営利活動法人やまがた育児サークルランド 指定 ０  

や ま が た 斎 苑 管 理 グ ル ー プ 指定 ０  

社 会 福 祉 法 人  友 愛 会 指定 ０  

株 式 会 社  夢 の 公 園 指定 ０  

合       計 ２  

 

２ 訂正・利用停止請求の状況 

個人情報の訂正、利用停止の申出はありません。 

 

３ 異議の申出の状況 

異議の申出はありません。 


